
 

 

略式代執行の完了報告について(春日町古河の特定空家等) 

 

１.略式代執行による除却を実施した特定空家等 

場  所：丹波市春日町古河 174番地 1、174番地 2 

地  積：430.78㎡(2筆合計) 130坪 

建 築 物：建築年 昭和 36年以前 

木造瓦葺２階建居宅ほか倉庫、附属建物  延床面積合計 255.6㎡ 

 

２.実施期間 

代執行宣言日    令和 3年 5月 31日(月) 

代執行終了宣言日  令和 3年 8月  5日(木)  67日間 

 

３.解体撤去業者 

 株式会社 近畿興産 (丹波市氷上町谷村 1461番地 2） 

 

４.代執行業務に要した費用 

 5,278,900円(税込) 

 

５.動産等について 

 不動産の権利証等や個人的な書類の入った手提げカバン 

  ※不動産の権利証については所有者名義のものではない。 

  ※当該動産等の引取通知について、柏原簡易裁判所に公示送達申立。(R3.9.18に到達を証明) 

 

６.建物の滅失登記について 

  令和 3年 8月 23日付で、神戸地方法務局柏原支局長宛に建物滅失申出書を提出し、登記

官の職権による、滅失登記を依頼。令和 3年 8月 5日付で閉鎖。 

 

７.特定空家等除却後の土地について 

  丹波市が滞納処分による差押えを行っていることから、今後換価価値の判断をしたうえ

で、公売等による土地の処分を検討。 

 

８.空き家除却後の現況 

      【除却前】R3.5.31撮影               【除却後】R3.8.31撮影 
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【新聞記事】 


